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※条例に定める単価等の金額、算定方法は公職選挙法施行令の規定に準じています。
※�供託物没収点（町議選は有効投票の総数を議員の定数で除した数の10分の１、町長選は有効投票の総数の10分の１）
に達する得票を得られない場合は、これらの公費負担を受けることはできません。

※�選挙運動用自動車の公費負担は一般運送契約（タクシー貸切等）か、自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用
を個別に契約する場合の、いずれかの方式を選択します。

●条例に定める公費負担
　大磯町議会議員及び大磯町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例が、令和２年12月議会で可決され施
行されました。今後執行される町議会議員選挙、町長選挙から適用されます。候補者は立候補届出時に町選挙管理委
員会に所定の届出をすることにより、選挙運動に要した次の費用について、条例に定める限度額の範囲内で町の公費
負担を受けることができるようになります。

●立候補時の供託金額
町村議会議員選挙 なし⇒15万円（供託金導入）

町村長選挙 50万円

●選挙運動で頒布可能なビラの枚数（法定枚数）
町村議会議員選挙 不可⇒1,600枚（頒布解禁）

町村長選挙 5,000枚

公費負担の対象と限度額
１�選挙運動用自動車の使用
一般運送契約（タクシーやハイヤー貸切）の場合

選挙運動用自動車
の使用

各日64,500円以内で選挙運動期間中に使用した合計金額（１日につき１台に限る）
・合計５日間で322,500円以内

一般運送契約以外（個別契約）の場合

自動車の借入れ 各日15,800円以内で選挙運動期間中に使用した合計金額（１日につき１台に限る）
・合計５日間で79,000円以内

燃料の供給 7,560円に選挙運動期間の日数を乗じて得た金額以内で選挙運動期間中に供給した合計金額
・合計５日間で37,800円以内

運転手の雇用 各日12,500円以内で選挙運動期間中に従事した合計金額（１日につき１人に限る）
・合計５日間で62,500円以内

２�選挙運動用ビラの作成
₁枚当たり７円51銭以内で法定枚数以内で作成した合計金額
・町議選は1,600枚で12,016円以内
・町長選は5,000枚で37,550円以内

３�選挙運動用ポスターの作成
₁枚当たり4,961円(※)以内でポスター掲示場の数以内で作成した合計金額
（※ポスター掲示場が70か所の場合）
・合計70枚で347,270円以内

　大磯町特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す
る条例が、令和２年12月議会で可決され施行されました。選挙の執行に従事する者の
報酬を選挙執行経費基準法に合わせるとともに、投票管理者、投票立会人の報酬額を
投票所及び期日前投票所で従事した時間に応じて選挙管理委員会が按分計算して支給
できるようになりました。これにより、従来の一日を通じて従事するほか複数の人で
半日ずつ従事することなどが可能となります。今後執行される選挙から適用されます。

投票所・期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の交替制度を導入します

　町村議会議員や町村長の選挙における立候補に係る環境の改善のため公職選挙法が改正されました。町村議会議
員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁されるとともに供託金制度が導入され、併せて町村の条例を定めるこ
とにより、町村議会議員選挙及び町村長選挙における候補者の選挙運動用自動車の使用、ビラとポスターの作成費
用について選挙公営（公費負担）ができることとされました。

公職選挙法の一部改正により選挙公営制度が拡大されました
問選挙管理委員会　☎内線228

消防情報ダイヤル ☎（61）5151
消防車の出動情報、休日当番医情報は、こちらで確認してください。 　消防署　☎（61）�091113 広報おおいそ　令和　年　月

　バイクや軽自動車は、４月１日に名
義が登録されている方に軽自動車税

（種別割）が課税されます。廃車や名義
変更は、３月31日（水）までに届出をし
てください。
届出場所○原動機付自転車（125cc以
下）/税務課　☎内線253
○125cc超のオートバイ（二輪・三 
輪）/神奈川運輸支局湘南自動車検査登
録事務所　☎050（5540）2038
○三輪・四輪の軽自動車/軽自動車検
査協会神奈川事務所湘南支所　☎050

（3816）3119
※125cc超のオートバイ（二輪・三輪）、
三輪、四輪の軽自動車は届出場所にあ
る電話番号にお問合せください。
届出に必要なもの原動機付自転車を使
用しなくなった、町外に転出する、他
人に譲渡する場合は①所有者の印鑑、
②交付を受けた標識（ナンバープレー
ト）、③標識交付証明書
　また、紛失・盗難の場合は①所有者
の印鑑、②標識交付証明書、③盗難の
場合には警察に届出をした受理番号、
届出日、届出警察署名が分かるもの、
④標識を紛失した場合は弁償金（200
円）が必要です。

税務課　☎内線253

　大磯、東小磯、西小磯、国府新宿、
生沢地区の一部区域で、５月から公共
下水道が供用開始されます。
　区域の方には公共下水道の供用開始
に係る資料を後日送付します。
○受益者負担金制度とは
　供用開始に伴い、整備費用の一部を
負担していただくもので、負担額は供
用開始対象区域内に所有する（または
権利のある）土地の面積に単位負担金
額（377円/㎡）を乗じた金額です。
　この負担金は土地に対して「一回限
り」としているものです。
　また、納付は報奨金が交付される一
括納付や期別納付の方法がありますの
で、詳細はお問合せください。

下水道課　☎内線214

バイクや軽自動車の廃車等の届出は
お済みですか？

公共下水道が使える地域が拡大
　～受益者負担金制度について～

４月３日（土）９時30分～14時30分
（雨天中止）
受付大磯駅前南広場　９時
コース広場～白岩神社～赤坂第２公園
～湘南平（昼食）～高麗山～高来神社～
善福寺～花水バス停（解散）　
約6.5km、約５時間（健脚向き）

30人（先着順）
500円（保険代ほか）
弁当、飲み物
往復ハガキに企画名、開催日、住所、

氏名、電話番号、人数（５人まで）明記。
ホームページからの申込み可。　

３月24日（水）必着　　　
〒255-0003大磯町大磯995-12-B　

大磯ガイド協会
☎（73）8590（平日９時～17時）
https://www.oisoguide.com

　人生を振り返り、これからの人生を
整え、健やかな気持ちで過ごすための
取組みについて学びます。

３月17日（水）13時30分～15時
保健センター２階研修室
講師安藤 孝敏氏（横浜国立大学大学院
環境情報研究院教授）
対象町在住、在勤の方

30人（先着）
無料
３月１日（月）から。電話にて住所、

氏名、生年月日、電話番号をお知らせ
ください。

・ 福祉課　☎内線315

 お 知 ら せ

　町・県民税の申告は３月15日（月）ま
でです。税務署での確定申告は、新型
コロナウイルス感染症の感染防止策に
伴い、４月15日（木）までに延長します。
※役場での確定申告書の収受は３月15
日（月）で終了します。

平塚税務署　☎（22）1400
税務課　☎内線253

春爛漫、湘南アルプス縦走ハイク
～大磯丘陵ハイクと曽我物語巡り～

終活講演会「これから始める終活」

確定申告と
町・県民税の申告について

 講座・催し

〇語り部の会・あこ
　あこが語る今昔物語

３月８日（月）10時30分～正午「陸奥
宗光」
３月22日（月）10時30分～正午「伊藤博
文」　
講師武井　久江氏

10人　 1,000円

〇伝筆（つてふで）教室
　温かみのある文字が書けるようにな
る筆文字教室です。

３月28日（日）10時30分～正午
３月29日（月）10時30分～正午
講師宮前　礼子氏
対象中学生以上　 10人

3,850円（入庵料ほか）
＊２回目以降は別途材料費

※各教室は事前にご予約が必要です。
　 定員になり次第締め切らせていただ

きます。
・ 鴫立庵　☎（61）6926

　便利な暮らしは快適です。でも自然
とともに謙虚に暮らした先人の知恵や
技も素敵です。民族文化映像研究所の
記録映画を鑑賞し、「豊かさ」とは何
かを探ります。

３月28日（日）14時～17時
無罣庵（大磯幼稚園前）
上映作品＜祭り＞「奄美の泥染」（再
上映）、「薩摩の紙漉」

15人（要予約）
１回券1,000円
・ ☎（61）6906　中村

４月１日（木）14時30分～16時30分
東光院フリースペース海近寺巣

（大磯1525）
演目なぜ死が語られるようになったの
か（第二回）
講師大澤　暁空（東光院住職）ほか

15人（先着順）
1,000円（資料代）
・ 海鈴大磯

☎070（3526）7310　富山

鴫立庵３月イベント情報

「暮らしの記憶」をみる会
＜第15期 第３回＞

大磯コミュニティ・カレッジ
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火事と救急
１月の出動状況

消防車… 29件（火災出動０、救助出動１、  その他出動28）
救急車…143件（急病89、交通事故３、一般負傷28、その他23）


